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二番町地区地区計画の変更に関して、住民への詳細説明及び都市計画法第 16条第１項の

公聴会の開催を求める陳情 
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陳 情 者    提出者      １名 



千代田区議会議長

秋谷こうき様

二番町地区地区計画の変更に関して、住民への詳細説明及び都市計画法第16条

第1項の公聴会の開催を求める陳情

日頃より、円滑なる区政の運営にご尽力を頂き、厚くぉ礼申し上げます。

さて、先日 11月25日に区役所で行われた「二番町地区地区計画の変更に関わる素

案の説明会」に参加し区の見解をお聞きしました。しかし、二番町における日本テレビ

本社跡地の再開発については、もともと地区計画で高さ制限が50m、総合設計制度を

使っても60mまでと制度上決まっている中で地区計画を変更してまで実施される再

開発ということで、この数年近隣住民の皆さんと共にその推移を注視してきた住民とし

ては、懸念が払拭されたとは言い難く、ここに次の通り陳情致します。

陳情書

令和 5年11月27日

1.陳情の趣旨

二番町地区計画の変更に関して、都市計画法第16条第1項の公聴会を開催

するように求めます。

2.陳情の理由

令和5年1月に、高さ90mの日本テレビの都市計画案提案に関して公聴会を実施

していただきました。今回は高さ80mの新しい都市計画案の素案です。

陳情者

陳情者居住所

高さが90mから80mに変わったこと以外、十分な説明がなされたとは言えませ

ん。都市計画法第17条の意見募集の前に、どのように変わったのか、専門家や住民

の意見がどのように反映されたのかさらなる説明が必要です。

そのうえで、住民が公に意見を言える場、公聴会を実施して頂くことを求めます。
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